
【
事
例
①
】（
女
性
）

《
夫
の
年
収
は
１
、
０
０
０
万
円
位
で
あ
る
が
、

平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
離
婚
し
た
場
合
、

年
金
の
分
割
は
ど
う
な
る
の
か
。》

結
婚
28
年
。
子
供
２
人
は
既
に
成
人
し
て
い
る
。

養
子
で
あ
る
夫
は
結
婚
後
も
家
に
は
下
宿
代
と
し

て
毎
月
10
万
円
し
か
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た
。

ア
ル
中
の
夫
と
の
離
婚
を
考
え
て
い
る
。
夫
の

年
収
は
１
、
０
０
０
万
円
位
あ
る
が
、
平
成
19
年

４
月
１
日
以
降
の
離
婚
分
割
で
、
ど
の
く
ら
い
の

年
金
が
受
け
取
れ
る
の
か
。離

婚
分
割
の
対
象
と
な

る
の
は
婚
姻
期
間
の
標
準

報
酬
合
算
額
で
あ
り
、
現

在
の
年
収
と
は
無
関
係
。

離
婚
分
割
は
お
互
い
の
合

意
が
必
要
で
あ
り
、
按
分
は
１
／
２
ま
で
。
合
意

で
き
な
い
場
合
は
家
裁
に
申
立
て
る
。
平
成
20
年

４
月
１
日
か
ら
の
施
行
３
号
分
割
と
の
違
い
に
注

意
（
合
意
不
要
だ
が
、
分
割
対
象
は
平
成
20
年
４

月
以
降
の
３
号
被
保
険
者
分
に
限
定
さ
れ
る
）。

【
事
例
②
】（
女
性
）

《
離
婚
し
た
い
が
、
夫
の
厚
生
年
金
の
分
割
が

出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
待
っ
て
い
る
。
い

く
ら
も
ら
え
る
の
か
。》

厚
生
年
金
の
分
割
は
、
４
月
以
降
に
離
婚
し
た

場
合
に
自
動
的
に
半
分
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。あ
く
ま
で
も
、２
人
の
合
意
に
よ
り
分
割
を

１
／
２
の
範
囲
で
決
め
て
請
求
す
る
こ
と
が
必
要
。

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
、
離
婚
し
た
夫
婦
の
年

金
を
分
割
す
る
制
度
が
新
た
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
そ
れ
と
は
別
に
１
年
後
の
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
は
、「
３
号
分
割
」
と
い
う
年
金
分
割
制
度
が

施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
特
に
目
前
に
せ
ま
っ
た
離

婚
分
割
に
つ
い
て
は
、
夫
の
年
金
を
妻
が
分
け
て
も

ら
え
る
と
い
う
画
期
的
な
制
度
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
、
関
心
の
あ
る
方
（
特
に
奥
様
）
が
実
に
多
く
、

そ
の
た
め
に
法
施
行
日
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
離
婚
を
保
留

し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
と
聞
き
ま
す
。
そ

れ
ほ
ど
こ
の
年
金
の
分
割
に
、
大
い
な
る
期
待
を
持

た
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
年
金
の

離
婚
分
割
は
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

専
業
主
婦
な
ら
と
も
か
く
、
共
稼
ぎ
の
夫
婦
で
は
、

お
互
い
の
厚
生
年
金
期
間
を
合
算
し
て
分
割
と
な
る

た
め
、
妻
が
期
待
す
る
ほ
ど
の
金
額
に
な
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
の
で
す
。
ま
た
、
妻
が
年
金
受
給
資
格
期

間
（
25
年
）
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
せ
っ
か

く
年
金
を
分
割
し
て
も
年
金
を
ま
っ
た
く
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
注
意
が
必
要
で
す
。

離
婚
分
割
は
、
制
度
の
内
容
を
正
確
に
理
解
し
、

お
互
い
の
年
金
加
入
歴
を
調
べ
た
上
で
、
分
割
さ
れ

る
年
金
が
ど
の
位
の
金
額
に
な
る
の
か
社
会
保
険
事

務
所
で
試
算
し
て
も
ら
い
、
夫
婦
間
で
よ
く
話
し
合

っ
て
決
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
離
婚
分
割
と
３
号
分
割
を
混
同
し
て
し
ま

っ
て
い
る
方
も
以
外
に
多
い
こ
と
か
ら
、
今
回
は
、

「
離
婚
分
割
」
と
「
３
号
分
割
」
の
要
件
と
、
制
度

内
容
の
違
い
を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
今
後
の
参
考

に
し
て
下
さ
い
。

こ
れ
ま
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
と
専
業
主
婦
の

妻
が
離
婚
し
た
場
合
、
夫
は
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給

で
き
ま
す
が
、
妻
は
自
身
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

す
る
だ
け
で
、
夫
の
老
齢
厚
生
年
金
は
全
く
受
け
取

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
離
婚
分
割
は
、
専
業
主
婦
だ
け

で
な
く
す
べ
て
の
夫
婦
が
離
婚
し
た
場
合
に
婚
姻
期

間
中
の
厚
生
年
金
保
険
料
は
共
同
し
て
負
担
し
て
い

た
も
の
と
し
て
、
夫
婦
の
厚
生
年
金
の
加
入
記
録
を

分
割
し
、
年
金
を
計
算
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
要
件
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

①
平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
離
婚
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
。

②
離
婚
分
割
に
夫
婦
が
合
意
し
、
請
求
す
る
こ
と

（
合
意
が
困
難
な
場
合
は
家
庭
裁
判
所
の
決
定
に
よ

る
）。

③
分
割
割
合
は
２
分
の
１
（
最
大
）
ま
で
を
合
意
の

上
決
定
す
る
た
め
、
必
ず
２
分
の
１
に
な
る
訳
で
は

な
い
こ
と
。

④
分
割
対
象
期
間
は
、
婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年
金
加

入
期
間
に
限
る
こ
と
。

⑤
婚
姻
期
間
中
の
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
厚
生
年
金
加
入

の
合
算
期
間
が
分
割
の
対
象
（
婚
姻
期
間
以
外
の
厚

生
年
金
加
入
期
間
は
対
象
外
）
と
な
る
こ
と
。

⑥
離
婚
分
割
の
申
し
出
は
離
婚
か
ら
２
年
以
内
に
行

う
こ
と
。

⑦
老
齢
基
礎
年
金
は
離
婚
分
割
の
対
象
外
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
と
専
業
主
婦
の
妻
が
離
婚
し

た
場
合
、
婚
姻
期
間
中
の
国
民
年
金
の
３
号
期
間
に

対
す
る
夫
の
厚
生
年
金
加
入
記
録
を
、
妻
の
請
求
に

よ
り
２
分
の
１
に
強
制
分
割
し
、
夫
の
老
齢
厚
生
年

金
の
２
分
の
１
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
要

件
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
離
婚
分
割
と

の
違
い
を
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
引
い
て
み
ま
し
た
。
特

に
、
④
が
ポ
イ
ン
ト
で
、
合
意
不
要
な
の
は
、
あ
く

ま
で
平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
の
国
民
年
金
の
３
号

被
保
険
者
で
あ
っ
た
婚
姻
期
間
に
つ
い
て
の
み
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
期
間
は
離
婚
分
割
の
請
求
に
よ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

①
３
号
分
割
に
つ
い
て
被
扶
養
者
が
請
求
を
す
る
こ

と
。

②
３
号
分
割
に
つ
い
て
夫
婦
間
の
合
意
は
不
要
。

③
分
割
割
合
は
２
分
の
１
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。

④
３
号
分
割
の
対
象
は
、
国
民
年
金
の
３
号
被
保
険

者
期
間
の
み
で
あ
り
、
妻
が
厚
生
年
金
の
被
保
険
者

で
あ
っ
た
期
間
は
除
か
れ
る
。

⑤
分
割
対
象
期
間
は
平
成
　
年
４
月
１
日
以
降
の
④

の
婚
姻
期
間
と
な
る
。

⑥
老
齢
基
礎
年
金
は
離
婚
分
割
の
対
象
外
。
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２
０
０
６
年
12
月
１
日
付
第
２
３
５
号
の
相
談
シ
リ
ー
ズ

N
o
、４
【
事
例
③
】
の
回
答
に
一
部
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の

で
お
詫
び
し
訂
正
い
た
し
ま
す
。

【
誤
】「
給
与
総
額
が
１
０
３
万
円
未
満
で
あ
れ
ば

…
な
る
。
社
会
保
険
の
扶
養
…
年
収
１
３
０

万
円
以
内
の
見
込
み
…
注
意
す
る
こ
と
。」

【
正
】「
…
１
０
３
万
円
以
内
で
あ
れ
ば
…
。」

「
…
年
収
１
３
０
万
円
未
満
の
見
込
み
…
。」

【
訂
正
と
お
詫
び
】

今
年
4
月
か
ら
施
行
と
な
る
「
離
婚
に
伴
う
厚
生
年
金
の
分
割
制
度
」
に
つ
い
て
、

毎
月
第
2
土
曜
日
の
専
門
家
に
よ
る
無
料
電
話
相
談
に
は
、
切
実
な
離
婚
問
題
と
併
せ

て
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
の
ご
質
問
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
社
会
保
険
労
務
士
の
山
口
正
人
先
生
に
、「
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
〝
ほ

っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞」
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
に
併
せ
て
、
制
度
内
容
に
つ
い
て
判
り
や
す

く
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
回
答
】（
山
口
正
人
社
会
保
険
労
務
士
）

社
会
保
険
労
務
士　

山
口 

正
人

社
会
保
険
労
務
士　

山
口 

正
人

〜
離
婚
分
割
と

　
　
　

３
号
分
割
に
つ
い
て
〜

〜
離
婚
分
割
と

　
　
　

３
号
分
割
に
つ
い
て
〜

年
金
の
分
割
と
は 

年
金
の
分
割
と
は 

年
金
の
分
割
と
は 

20

【
回
答
】（
山
口
正
人
社
会
保
険
労
務
士
）

離
婚
分
割

３
号
分
割

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

「
厚
生
年
金
の

　
　  

分
割
制
度
」

「
厚
生
年
金
の

　
　  

分
割
制
度
」

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
シリーズ
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